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新潟県総船郡山北町と同町に隣接する山形県西悶111君fi討議海町では，アツミカブの間1'r1r主とす
る焼畑耕作と林業が組み合わされた焼灼]i休業が，現在も行われている。本報告では， 80年代後半

から現在にヨきるまでの焼灼Iff業の実態を，焼湖面積の推移に波隠して把握し，報告者らがこれま

で調査してきたグイのタウンヤ法たの比較研究の糸口としたい。

過去10年間で，少なくとも年間10haほどの規模で焼焔耕作が行われていることが， r火入れ許

の集計‘から確認された。 80:年代後半には， r地抑えを目的とした火入れJ が Hf~前後

を占めていたが， 90年代に入って徐々に減少し，現在では r11íl~聞を êl 的とした火入れ」が大半を

占めている。山北町の焼知は， r造林地静えのための焼却lJと f林業とは結びつかない焼畑jの

2つのタイプに分けられる。 rj設林地蜂えのための焼畑Jの場合には，造林水の生背期間jがその

まま休閑期j閣となり，現状では数十年に及ぶ。「林業とは結びつかない焼却lJの場合は短期間

( 2'"'-' 3年間)の鴻f*休閑となり，減反問などで行われる場合には，締年火入れを行うことさえ

ある。これまでb山北町では，伐採跡地で焼焔1r行うことで河造林の地蜂え経費などを節約できる

焼船林業が，中心であるとされてきた。しかし近年，材舗が鍛迷ずる中で多くの林家が伐採を手

強えており， ~'/j畑適地となる「伐採跡地J が少なくなってきている。このことは特に八幡地区で

顕著であり，同地認では焼畑が減少している。一方，焼灼iでのアツミカブ栽培の蟻んな中俣地阪

では，伐採跡地の{自に，採取地， EEl1U1に隣按する斜間(ノウデ)，減反EEなど様々な;場所で焼畑

が行われている。悶地区の欝捺誌では， 10加のカブ用地を 1年 1haのローテーションで焼灼i利用

する事業も始められている。焼畑でのアツミカブ栽培は，労働生競性が高く，採草地やノウデの

焼加では 1人iヨが 2万円弱にもなる。このアツミカブの連作概容という技術的制約，消費者の

自然命指向に支えられてきた山北町の焼畑は，伐採跡地を利用する「造林地約えのための焼畑j

から，伐採跡地以外の土地を利用する「林業とは結びつかない焼畑」に移行しつつある。ここで

は，伐採跡地以外の多様な焼:畑地を選択できることが，焼焔の存続につながっている。

1.はじめに

新潟県岩船郡山北町とi司111了に隣接する山形県西田川郡協海lllJでは，アツミカプのi習作そ主とす

る焼畑耕作と林業が組み合わされた焼畑林業が，現殺も行われている O 山北町の森林街樹は
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26，477ha (林野率は92%)で，そのうち87%

(23，129ha)が民有林である。この民有林の

うちの約43%が人工林で，その多くがこれま

で焼畑造林で形成されてきた。かつては日本

の各地で焼1:UJ林業がみられたが，そのほとん

どが消え去っていった中で，山北町では例外

的に現在まで焼畑林業が継続されており，主

にその維持基盤，存立条件に組問した鱗恋研

究が行われてきた1-九本報告では， 80年代

後半から現在にヨきるまでの焼畑林業の実態を，

焼却1溜積の推移に注目して偲躍し，報告者ら

がこれまで誠悲してきたタイのタウンヤ法と

の比較研究の糸口としたい9，1針。

研究の方法としては，新潟県山北町・におい

閲 1 山北町会阪i て，焼却B設林参加者，森林総合， slr役場など

での!?持き取り翻支援と，焼畑造林の参13・観察を
行った。また， 1984年から1994年の11年間に町役場に提出された445件の「火入れ許可申請饗J
を接言十分析した。

2. 焼畑造林作業の概要

焼畑林業とは，焼知]耕作とl司時に，またはその終了後に造林を行い，焼畑耕作休閑の期|聞に林

業を営む，;腕畑と林識を組み合わせた長期の輪作体系である。ここでは，まず焼畑耕作の実際に

ついて概観したい。

に，焼I期予定地を分割し，くじ引きで参加各世帯の掛りさ当て!お闘を決める。下車をメリり払い，

伐採木の枝条をなるべく均一にひろげて，榔部が明けると天地返しをして乾燥させる。

火入れの前には，火入れ予定地の賂鴎の防火帯を作る作業(しきり)をおこなう。 30cmから

40cmほどゴニを掘り起こし，焼畑からの延焼を防ぐ。

火入れは. 8 Jヨ始めからお捻までの天気の良い日が続く!狩に行われる。朝の 3時頃に火入れ地

斜部上端で，街!神i間を供え欽む簡単な儀礼のあと，火が入れられる。火を，斜i間上端で横一線に

広げたあと，徐々に下におろしていく。参加世帯の区閥は最大懐斜線に沿って区切られており，

参加者はそれぞれの割り当て際問と左布の隣接区翻とで，火が等高線に沿って一線となるように

火をあおったり押さえたりしながら，火を斜面下昔|れこ降ろして行く。その後，燃え残った校条は，

lカ所に鎮めて14l支燃やされる。

朝食をとってほんの少し休諒した後，すぐにカブが捕穣され，クワを使って穣を押さえる嫌に

してゆく。

焼畑では，かつてはソパやアワといった自給用の雑殺を中心に，アズキ，ダイズ，ダイコン，

スイカ，カプといった多様な作目が見られたが，現在ではほとんどアカカブに特化している。

アカカブは，播離の後，適当なときに間引きを 1'"'-'2 [百行うだけで.10月はじめから収穫でき

る。出荷に過した大きさのものを向聞かにわけで採り.llr=Jはじめの村祭りで作業は終わりとさ

れる。

焼灼lJ鐙林を行う場合には， 10月の終わりにスギが植え付けられる。
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写真一 1 防火裕を作る

!手災一 2 火入れ

写真一 3 ご:1!t:J;i'8き
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1fJ.J!);… 4 撚級

'JE.災-5 ~::背中のアツミカブ

写真一 6 水I13J協のノウデ
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以前は. 3年間耕作が続けられたが，現在では 1.-....-2年アカカブが作付けされた後，休閑され

ることが多い。

'95 

焼畑造林閥横の推移

山北町では「火入れに闘する条例jが制定されており，火入れを行う人は 21ヨ前までに役場に

けヨ諮して許可を受けなければならない。その火入れ許可申鰭勢及び許可識を集計することで，火

入れi菌積の推移を知ることができる。袋一 lと関-2に1984年から1994年までの11年i閣の火入れ

関税の推移を示す。

つ
u. 

(ha) 

El的 必E 対H 地 終 え
言十

;tt!l悶 保安林 宮寺巡*ド 飯 野 その{也 保安林 普通林 JJR 野 その{也

19841ド 0.00 7.11 0.26 0.32 0.00 6.58 0.00 0.00 14.27 

1985;1~ 0.00 4.68 0.29 :1.28 0.85 2.58 0.00 0.03 11.71 

1986;ド 0.20 3.31 0.05 1.21 。‘10 4.61 0.00 0.10 9.58 

1987{1三 0.00 2.90 0.17 0.35 0.00 4.69 0.12 0.00 8.23 

1988年 0.00 4.87 0.44 1.92 0.00 6.10 0.00 1. 76 15.09 

1989年 0.10 8.21 1.19 0.32 0.00 10.92 0.25 0.00 20.99 

1990年 0.00 9.11 1.46 4.05 0.00 6.35 0.00 0.00 20.97 

1991年 1.00 6.55 0.97 0.50 0.00 2.18 0.00 0.00 11.20 

1992{f- 0.24 8.40 3.10 0.58 0.80 2.70 0.00 0.00 15.81 

1993年 2.20 11.13 2.27 0.04 0.00 0.00 0.00 。音。。 15.63 

19941ド 0.90 5司38 1.59 0.96 0.00 2.80 0.20 0.05 11.88 

詩1・ 4.64 71.65 11.78 13.52 1.75 49.51 0.57 1.94 155.36 

関iめ.þ也隠別の火入れ節税(1984年~1994年)炎-1 

資料)山北町役場・火入れ許可脅から集計

i定)r臼約Jと「地問jの綴烈は，火入れ許可取締機に従った。

過去11年間で年間 8haから21haの範閥で，

年平均にして14.12haの規模で火入れが行わ

れていることが，この集音hb~ ら確認できる。

火入れの話的別に見てみると， 80年代後半

には， r地静えを詩的とした火入れjが4割

前後を占めていたが， 90年代に入って徐々に

減少し，現在では「焼舶を自的とした火入

れJが大半を占め，年間10haほどになってい

る。 1994年には， 32件 (11.8ha) のうち 5

件 (3.05ha) のみが，地静えを目的としてい

る。

ここで控殺しておかねばならないことは，山北町で行われるすべての火入れがゆ識されるわけ

ではないことである。とくに，小閥横の悶拙や回畑わきの法問であるノウデを焼く;場合には，無

路けのこともある。すなわち，焼畑説的の火入れ市議総閥横に無路けの焼畑火入れ部樹を加えた

のが，山北IIlJの初年度焼畑]琵;隣となる。

アツミカブの~文離は， ha当たり約10トンであるので，
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注)r問的Jの綴製は，火入れj許:河市議後十こ従った。
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アツミカブの栽培関綴からその生産滋を



推定することができる。先ほどの集計表から年平均10haの焼細目的の火入れ面積があるとすると，

これに単収経(約10トン/加)と平均連作年数(ここでは1.5年とする)をかけた裁が，アツミ

カブの生産設となり，それは，およそ150トンほどだと推定される。この数字は，アツミカブの

販売;設からも確かめることができる。間一 3は山北町森林組合のアツミカブの取扱設を示したも

ので，取扱裁は過去5年間の平均で年間約45トンである。これは火入れ関駿から推定した数字の

1/3ほどで，残りはl査接業者に売られている。森林組合では， 1kg口 160円でカブを鍵い取ってい

るが，業者に売った;場合には 1kg=180円と有利であるので，業者に売る人も多く，聞き取りで

は， 6---8制を識者にまわすといった世帯があった。そうするとこのこつの数字には，猿合性が

あることになる。

1994年の火入れ許可笑績を表-2に示す。

32件で計11.8haの火入れが行われた。山北町

は5つの地区からなるが，その地位Eごとにみ

ると，中倶地区が22件 (9.72ha)と最も焼畑

が盛んでトある(閑-4)。あとは八幡地思 6

件 (0.69ha)，黒)11侠地18:2件(I.1ha) ，大川

谷地区 2件 (0.37ha)と続く。なお，下端府

地肢は，スギ造林不適地であるため，造林臨

体が活発でないよ，カブを栽培しても発色が

悪くス(懸)が入るため;焼1:II1は行われていな

'95 
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山北町森林総合のアツミカブ。取扱汲のおJ~ 'l'多

資料)山北町森林総合

i翠1-3 

焼熔と焼畑林業の現状

山北町の焼畑は， f造林地静えのための焼1:IIUと f;f本業とは結びつかない焼畑jの2つのタイ

プに分けられる。 n若林地蜂えのための焼畑jの場合には，造林木の生育期間がそのまま休閑期

間となり，現状では数十年に及ぶ。「林業とは結びつかない焼畑j の場合は短期間(2 ~3 年

間)の樫木休閑となり，減反加などで行われる場合には，毎年火入れを行うことさえある。

焼畑の作業形態に住闘すると，被数の家族の共同作業で行うものと，世帯単位で行うものがあ

る。また，土地所有の観点から見ると，1)個人所有地での自作 2 )上関所有者の造林地での

|詩作 3 )共有地(生産森林組合)の 3つに大別される九

これまで山北町.では，上J認の所有者が中心となって，複数の世帯で焼畑間作を行い，スギを造

林する「焼畑林業Jが中心とされてきた。伐採跡地で焼舶を行うことで、持溜林の地静え経費など

を節約できる焼畑林業が，中心であるとされてきたわけである。しかし近年，材舗が低迷する中

で多くの林家が伐採を手控えていて，焼焔適地となる「伐採跡地」が少なくなっている。このこ

とは特に八幡地思で顕著であり，問地阪では焼灼iが減少している。

ぼ1-5 に山北町の令級別人工林臨機を訴す。令級のl陥は 5 年である。 5~7 令級 (21年生"'35

年生)の高度経済成長期に造林された間絞が識も多く，それ以持は，減少している。最近の造林

酒税の推移(額一引を見ると，年間50haほどで，しかも年を追う毎に減少しているのがわかる。

一方でブランドとして市場に定着したアツミカブの謂要は窺えていない。しかしこれまでアツ

ミカブ焼焔栽培の中心地であった揃海町では， ~品泉観光地などでの就労機会が多く，焼畑をする

人が少なくなっている。温海町役場によると，問i町での火入れ植樹は， 1992年度は8.62ha(92 

件)， 1993年度には8.17ha(55件)， 1994年度には8.36ha(115件)である。このため現在でははi

4. 
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袋一 2 火入れ許可の災級 (1994年度)

望書母 i場所 i也l渓絞分 開始日 終了日 地事2 所有
商務

目的
5怒 女 告1・

(ha) (人) (人) (人)

1 中継 l 8月6釘 8}=!6 fヨ 3 3 0.2 1 4 6 10 

2 北村1 2 HJ 2羽 8 )ヲ2E1 3 0.8 4 15 15 30 

3 下火ぬ 4 8Fl1日 8月3日 つ 3 0.2 4 5 5 10 

4 で大王寺 4 8Fl1悶 8PJ3日 ? 3 。省l 4 5 5 10 

5 認3 1 7 PJ31日 81=13臼 3 3 0.2 4 5 5 10 

6 μ凶器問 1 7 Jヨ30日 7月31日 1 1 0.05 4 5 5 10 

7 ;w;お 4 8月6日 8Fl8日 4 3 0.0198 4 5 5 10 

8 中継 l 8月3fヨ 8 J~ 5 1ヨ 2 3 1‘5 10 10 20 

9 小俣 1 8Fl4EI 8月8日 2 3 1 5 8 13 

10 大代 l 8月5El 8月7日 2 3 0.3 1 5 6 11 

11 大代 8月8日 8月101ヨ 3 3 0.2 4 3 8 9 

12 中継 1 8月6El 8月8Iヨ 2 3 0.1 4 5 5 10 

13 rl:J紛i 1 8月7fヨ 8月9EI 2 3 。“5 4 6 8 12 

14 各? I 8}ヲ81ヨ H:!lOIヨ 2 3 0.3 4 5 5 10 

15 rl:J縦 l 8月7El 8 Fl 9 Iヨ 2 1 1.61 4 30 22 52 

16 山熊EEl 1 8月71ヨ 8月7Iヨ つ 1 0.6 4 16 16 32 

17 lU熊倒 8 Jヨ31ヨ 8Fl4日 つ 0.05 4 7 3 10 

18 荒川口 1 8m3日 8PJ251ヨ 2 0.5 4 8 10 18 

19 大代 1 8Fl7El 8Fl9El 3 3 0.7 4 6 4 10 

20 大代 1 8月7Iヨ 8Fl9日 2 3 0.07 4 8 2 10 

21 J(f 慰 3 8月613 8 PJ 8日 2 3 0.25 4 12 8 20 

22 r:jJ 制限 8 JH El 8 PJ 8 1ヨ 3 0.04 4 5 5 10 

23 中紛i 8 Jヲ613 8 J~ 8 Iヨ 2 3 0.02 4 5 5 10 

24 中継 8 FJ 7 1ヨ 8 Jヨ7悶 2 3 0.03 3 4 7 

25 荒川口 8 J~ 6 1::'1 8118 EI 2 3 0.5 5 12 

26 ;1'1;石 4 8JH日 8JH日 4 3 0.05 i 5 5 10 

27 淀川口 8 J=J 23 EI 8月25日 2 3 1.2 18 7 25 

28 中継 8 J~ 10日 8 Jヨ10EI 3 2 0.05 2 8 10 

29 rlJ主ItlJit 2 8 )~27 日 8 )ヨ271ヨ 2 3 0.3 6 G 12 

30 ;w;石 8月10日 8 J~ 12日 。。 3 0.3 4 5 5 10 

31 r.t兵 3 8月25日 8月27日 3 3 0.12 3 7 10 

32 J主 お 4 8 J~28 臼 8月30日 3 3 0.02 4 4 品 10 

資料)はl北町役場・3f.成 61f1交火入れ許可けii的機

お，) 条項闘の数字は，以下を主主l旅する

治Is:区分:1口i判災， 2口終日|侠. :1立大)11谷 4口八1ずi. 5 下海JM
t総 額:1 保安林. 2 =空手巡林 3 飯野. 4 その他

所 有口j湿布地. 2 =公有地. 3 =私有地

問 的口 地j存え. 2 =IJ討怒現在鉛i. 3口53虫駆除 4 機対ll. 5 =牧草地改良

なお.U出綴J.r所fiJ.r民的jの各類殺は，火入れ許可取締者?に従った。

北町がアツミカブ生産の中心地となっている。

アツミカブの味・品質を維持して 連作陣容をさけるには，焼糊で栽培するのがもっとも合曜

的である。一方，ここでも高齢化・過疎化は静かに，しかし確実に進行していて，以前と比べて，

焼畑立地は，よりアクセスのよい，カブの搬出に便利な;場所が選択されるようになっている。
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u:g-4 1994年の地区別火入れ許可災級

資料)山北町役場・火入れ許可脅から袋詰十
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資料)新潟県村上林業事務所

アツミカプ栽培の擁んな中{染地区では，林業そのものが停滞する中で，より立地条件のよい;焼

:J:Ul地が必要とされていて，その結果，伐採跡地の他に，採草地，E8畑にi燐按ずる斜面(ノウデ)， 

減反田など様々な場所で;焼畑が行われている。ここでは，施肥・|徐箪部の散布も行われている。

また，開地区の雷集務では， 10haのカブ用地を 1年 1haのローテーションで焼期利用する事業も

始められている。

5. む す び

焼対I1でのアカカブ栽培は，労働生産性が商い。採窮地やノウデで10aの焼畑を実施するには，

約9人日を墜する。一方， 10 a 当たりのカブの~文盤を平均1ton とすると 16万円の売り上げとな

り 1入日が2万円弱となる。焼灼!の規模が小さいために主たる収入部にはならないが，様々な

就業形態の中から時間を捻出して行う「余梁jとしては充分な魅力がある 8)。

アツミカプの連作際容という技術的制約 消費者の自然食指向に支えられてきた山北町の焼畑

は，伐採跡地を利用する「造林地貯えのための焼焔」から，伐採跡地以外の土地を利用する「林

業とは結びつかない焼畑」に移行しつつある。ここでは，伐採跡地以外の多様な焼:J:Ul地を選択で

きることが，焼焔の存続につながっている。通常の造林に比べて焼畑造林の利点、はいまだ損なわ
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れていないが，林業そのものの部滞により「焼畑Jと「林議jとの結びつきは弱まりつつある。
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Resume 

1'aungya type reforestation， i.巴. r己for巴stationcombined with shifting cllltivation， is stil1 practicecl in 

Sampoku town， Niigata Province. 1'h巴shiftingcultivation in Sampoku town can be categorized into two 

types， (l)taungya typ巴 and(2)simple shifting cultivation type. It has been said that the taungya type 

method practicecl in loggecl over forest lancl for 1・eforestationwas once more popular in this town. Since 

logging Op日ratiol1shav邑 beeninactive in rec記nty日ars，however， it become rather clifficlllt to find suitable 

places fOI' tallngya. Vi11agers have beglln to practice shifting cultivation on other available land. 1'here-

fore， simple shifting cllltivation has become popular. 




